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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

施行規則等の一部を改正する省令案」に関し、令和６年６月 27 日から７月 26 日

まで意見を募集したところ、計８件の御意見を頂きました。 

募集期間中に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方を別紙のとお

り取りまとめましたので、お知らせします。 

 皆様の御協力に御礼申し上げますとともに、今後とも厚生労働行政の推進に

御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  



 

別紙 

 

寄せられた御意見の概要 御意見等に対する考え方 

1.子の看護休暇制度の見直し（第 32 条） 

(2)法第 16 条の２第１項の「教育若しくは

保育に係る行事のうち厚生労働省令で定める

もの」について、入園、卒園又は入学の式典そ

の他これに準ずる式典とする。 

 

上記の子の看護休暇の取得事由は十分でな

いと思う。小学校の行事は片親が専業主婦又は

主夫であることを前提とした平日の行事が多

い（例えば平日の授業参観や運動会など）。こ

れら全ての行事が看護休暇の取得対象となる

ことで、育児ストレスが低減され、子育てを人

生において楽しいものとして共働きでも受け

入れられ易いものになると思われる。小学校の

行事を調べリスト化し、取得事由の対象に加え

るか、「入園、卒園又は入学の式典その他の学

校行事とする」に変更してほしい。 

子の看護等休暇の取得事由の拡大について

は、子の看護等休暇が労働者が希望する日の取

得を業務の都合等を理由に事業主が拒むこと

ができない強い権利であることや、取得事由に

ついて子育て中以外の労働者との公平感、納得

感を勘案する必要があり、労働政策審議会の建

議（令和５年 12 月 26 日）において「子の教育

若しくは保育に係る行事」について「入園、卒

園又は入学の式典その他これに準ずる式典」と

することとされたことも踏まえ、原案どおりと

させていただきます。 

子の看護休暇制度の見直しで拡大するのは

良いが、その分の穴埋めをする周囲への配慮が

全く見て取れず、均等ではないのではないか。 

 子の看護休暇制度については、コロナ禍の対

応等も踏まえ、感染症に伴う学級閉鎖等や入園

式・卒園式などでも取得できるようにするとと

もに、対象年齢を小学校３年修了まで拡充する

こととしていますが、1年間の取得日数は現行

の５日（子が２人以上の場合は 10 日）を維持

することとしています。 

仕事と育児の両立支援制度の充実に当たっ

ては、周囲の労働者にも配慮しながら進めるこ

とが重要と考えており、今後の取組の参考にさ

せていただきます。 

 



寄せられた御意見の概要 御意見等に対する考え方 

「子の看護等休暇」の取得事由は、入園、卒

園又は入学の式典その他これに準ずる式典と

する、とされているが、この「その他これに準

ずる式典」については年 1回程度の運動会、お

遊戯会、発表会、学期で 1回程度の参観会など

は含まれ得ると考えてよいか。 

「その他これに準ずる式典」については、「入

園」「卒園」「入学」という名称ではないものの、

同性質の式典を想定しています。 

ご質問の運動会やお遊戯会、発表会、参観会

は、「その他これに準ずる式典」には含まれま

せん。 

看護休暇から看護等休暇に改正され、取得事

由の「病気・けが・予防接種・健康診断」に「感

染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式、卒園式」

が追加されることとなる。本来、育児休暇は子

の急な発熱ややむを得ず仕事を休まざるを得

ない状況のための制度だと理解しているが、今

回、拡大された取得事由の入園(入学)式、卒園

式などは、施設側の年間スケジュールなどでか

なり前から日程が定められていることがほと

んどである。そのため、改正前の育児休暇のよ

うに、仕事直前に入園(入学)式、卒園式を理由

に看護等休暇を取得されてしまうと、企業側の

人員調整に負担がかかることが予見される。 

法改正に合わせて就業規則等の改訂も行わ

れるが、前述の企業側の負担を回避するため、

就業規則上で看護等休暇の取得申請を一定の

期日前の申請とするよう制限を加えることは

可能であるかを確認したい。むろん、病気・け

がなどの突発的な事由であれば事由が生じて

から速やかに申請するものとし、一定の期日前

の申請がないことを理由に拒否するものでは

ないが、取得事由によっては、合理的な制限を

加えることも企業の健全な維持に必要な要素

ではないか。 

現行の取得事由のうち、予防接種や健康診断

についても、予め一定期間前に労働者が実施日

を把握しうる場合が想定されるものの、制限を

課すこととしていないところです。 

「入園、卒園又は入学の式典その他これに準

ずる式典」に限り、子の看護等休暇について申

出する期限を設けることは考えていませんが、

いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせ

ていただきます。 



寄せられた御意見の概要 御意見等に対する考え方 

法改正に連動して就業規則等の改訂が必要

となるが、法律通りの規定・運用としている場

合に就業規則等の改訂の必要があるのか。従業

員に対して、法律通りであること・改正された

際の改正内容の周知は必要であるが、法改正の

たびに就業規則等の改訂を行うことはかなり

の負担である。企業独自の制度であったり、法

律を上回る制度がある場合のみ、就業規則等に

明記すれば事足りるのではないか。 

労働基準法では、就業規則の作成に際し第89

条第１号から第３号までに定められている事

項（始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇

級、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載

事項）について必ず記載しなければならないと

しています。 

育児休業等やその間の賃金、短時間勤務制度

等はこれらの事項に当たりますので、法律どお

りの制度であったとしても就業規則等の作成

が必要となります。 

また、短時間勤務制度や柔軟な働き方を実現

するための措置については、事業主の措置義務

とされているところ、事業主が措置を講じた旨

を就業規則等に記載しなければ労働者の権利

として担保されないことから、記載は必要で

す。 

仕事と育児・介護の両立支援を推進するこ

とは、中小企業の場合は、他の人の負担を増

やすことにもなるので、単に法令を改正した

だけではなかなかうまく促進できそうにない

ですが、どのように工夫していくのか。 

改正法の施行に向けて、まずは、わかりやす

いリーフレットの作成等による丁寧な周知を

行ってまいります。 

その上で、中小企業への支援策として、育児

休業取得者の周囲の労働者への手当支給を推

進するなどの両立支援等助成金による支援や、

労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の

状況や課題に応じた相談支援を行うなど、きめ

細かな支援を行ってまいります。 

概要 2.3 その他 

公表義務が 300 人超企業にも適用されるに

あたり、男性労働者の育児休業等取得割合の算

出と公表方法について。 

分母は「配偶者が出産した男性労働者の数」

であるが、企業規模が小さくなると制度や環境

が整っていても事業年度の間に対象者が一人

またはいない場合等が想定される。 

1.当該事業年度に対象者がいない場合 

当該年度に対象者がいない場合、現行の基準

労働政策審議会の建議（令和５年12月26日）

において、「規模の小さい企業では育児休業の

対象者となる男性労働者数が少ない場合があ

るため、厚生労働省で運営するウェブサイト

「両立支援のひろば」において説明欄を設ける

とともに、当該説明欄や企業のウェブサイトに

おいて公表時に社内の状況に関する説明がで

きる旨周知することが適当である。」とされて

いることから、これを踏まえ適切に対応してま

いります。 



 

寄せられた御意見の概要 御意見等に対する考え方 

では両立支援のひろば等での公表は「0％」、次

世代法の認定継続基準を 1回満たさない。その

結果、当該企業の取り組みが正しく開示されて

いると言えない可能性があるのではないか。 

例えば、当該年度に対象者がないない場合は

「該当なし」、次世代法の認定継続基準におい

ても単年度で集計しない等の措置を検討して

欲しい。 

2.当該事業年度の対象者が少数の場合 

分子の「育児休業等をした男性労働者の数」

は、年度末付近で子が生まれ出生時育児休業の

取得開始が翌年度にずれ込むと、子の出生年度

における取得者がいない場合が起こり得る。 

出生時育児休業の取得開始は出生後 8 週間

以内であり、例えば、出生時育児休業の取得開

始が翌年度となった場合であっても、出生後 8

週間以内の取得は子の出生年度の育児休業取

得者として分子に含めること等の措置を検討

して欲しい。 

 

現状でも、育児・介護休業法に基づく男性の

育児休業等取得割合を公表する際、当該年度に

配偶者が出産した男性労働者がいない場合は

「-」と表記することとなりますが、「両立支援

のひろば」において、割合を「-」とした上で、

備考欄において分母及び分子となる数を登録・

掲載いただくことを可能としています。 

いずれにせよ、事業年度末に近い時期に配偶

者が出産した場合の取扱いや、次世代法の基準

等を含め、今後施行までにお示ししてまいりま

す。 

＜項目＞「２．改正内容」２（１） 

＜質問＞両立支援に関する労働者への個別

周知と意向確認の方法について、具体的な対応

イメージ等をお示しいただきたい（面談を行う

場合の実施者の指定等（所属長等による実施で

も差し支えないか）、書面交付の場合の具体的

な記載内容 等）。 

＜理由＞実務として対応するときにどのよ

うな対応を行ったらよいか明らかにするため。 

 

介護に直面した旨の申出をした労働者に対

する両立支援制度の周知と意向確認について

は、令和３年改正により設けられた妊娠・出産

の申出をした労働者に対する個別周知や意向

確認を行っていただく対応と基本的には同様

と考えています。 

いずれにせよ、具体的な対応については、今

後施行までにお示ししていく予定です。 


